
５９ 

 

議第５８号 

 

   市道路線の変更について 

 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第２項の規定に基づき、次の市道路線を変更した

いので、同条第３項において準用する同法第８条第２項の規定により議決を求める。 

 

  平成２５年９月２日提出 

 

                           高山市長  國 島  芳 明    

 

 

 

 

 

 

提案理由 

高山駅周辺土地区画整理事業による道路網の整備により市道の機能の一部が喪失したため、終点

を変更しようとする。 

 



６０ 

 

市 道 路 線 変 更 調 書 

 

整理 

番号 

（路線番号） 

路 線 名 

新旧 

の別 

起  点 
重要な 

経過地 
終  点 

１ 
(５５９) 

八軒町花里線 

旧 

高山市八軒町3丁目18番地10先から 

 

高山市花里町4丁目137番地4先まで 

新 
高山市八軒町3丁目18番地10先から 

 

高山市花里町4丁目83番地1先まで 

２ 
(７００) 

昭和４号線 

旧 

高山市昭和町1丁目146番地2先から 

 

高山市昭和町１丁目64番地先まで 

新 

高山市昭和町1丁目146番地2先から 

 

高山市昭和町１丁目122番地5先まで 

 



６１ 

 

市道路線変更の路面延長及び幅員 

 

（参考資料） 

整理 

番号 

（路線番号） 

路 線 名 

新旧 

の別 
延 長（ｍ） 幅 員（ｍ） 

１ 
(５５９) 

八軒町花里線 

旧 349.4 3.7 ～ 6.8 

新 312.2 3.7 ～ 6.8 

２ 
(７００) 

昭和４号線 

旧 321.3 1.5 ～ 8.0 

新 94.2 1.5 ～ 8.0 

 



変更後路線

凡　　　例

市道路線変更位置図　　Ｓ＝1：10000 資　　料

変更前路線

７００ 昭和４号線 

５５９ 八軒町花里線 



市道路線変更平面図　　Ｓ＝１：2000 資　　料

変更後路線

凡　　例

変更前路線


